
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　

本
年
度
の
介
護
保
険
料
が
決
定
し
ま
し

た
。
こ
の
通
知
書
に
は
保
険
料
の
算
定
根
拠

と
支
払
方
法
・
納
期
限
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
平
成
27
年
中
の
所
得
に
よ
っ
て
、
保
険

料
が
増
減
す
る
人
や
納
付
方
法
が
変
わ
る
人

が
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
納
め
方

●
特
別
徴
収

　

年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
る
納
付

　
（
年
６
回
の
年
金
支
給
月
）

※
４
月
・
６
月
は
平
成
26
年
中
の
所
得
で
仮
に

計
算
し
て
い
ま
し
た
が
、
６
月
に
平
成
27
年

中
の
所
得
が
確
定
す
る
た
め
、
８
月
以
降
の

保
険
料
で
調
整
し
ま
す
。

●
普
通
徴
収

　

納
付
書
払
い
や
口
座
振
替
に
よ
る
納
付

　
（
６
月
か
ら
翌
年
１
月
ま
で
毎
月
）

※
口
座
振
替
に
は
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。
市

役
所
・
支
所
ま
た
は
市
内
各
金
融
機
関
で
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
な
お
、
前
年
度
ま
で
に

口
座
振
替
で
納
付
さ
れ
て
い
る
人
は
手
続

不
要
で
す
。

新
し
い
保
険
証
は
オ
レ
ン
ジ
色
で
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
、
現
在
の
黄
色

の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。

　

オ
レ
ン
ジ
色
の
新
し
い
保
険
証
を
７
月
中

旬
に
簡
易
書
留
郵
便
（
受
け
取
り
に
印
鑑
な

ど
が
必
要
）
で
送
り
ま
す
。
８
月
１
日
か
ら

は
新
し
い
保
険
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

対
象
者
は
自
己
負
担
額
が
減
額
さ
れ
ま
す

　

医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
医
療
費
や
、

入
院
時
の
食
事
代
が
減
額
さ
れ
る
「
限
度
額

適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
交
付

し
て
い
ま
す
。

●
対
象

　

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税
（
負
担
区
分

が
低
所
得
Ⅱ
ま
た
は
Ⅰ
）
の
人

日
本
年
金
機
構
か
ら
の
「
年
金
振
込
通
知

書
」
と
一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ
る
「
年
金

振
込
通
知
書
」
は
、
年
金
支
払
額
や
天
引
き

さ
れ
る
保
険
料
な
ど
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の

で
す
。

　

８
月
以
降
の
介
護
保
険
料
に
つ
い
て
、

「
年
金
振
込
通
知
書
」
に
記
載
さ
れ
た
介
護

保
険
料
と
、
市
か
ら
送
付
す
る
「
介
護
保
険

料
額
決
定
通
知
書
」
に
記
載
さ
れ
た
介
護
保

険
料
が
一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

実
際
に
天
引
き
さ
れ
る
介
護
保
険
料
は
、

市
か
ら
送
付
す
る
介
護
保
険
料
額
決
定
通

知
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
で
す
。

●
申
請
方
法

　

認
定
証
を
持
っ
て
い
な
い
人
で
交
付
対
象

に
な
る
人
は
、
高
齢
者
支
援
課
・
合
志
庁

舎
市
民
課
・
各
支
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
に
は
保
険
証
と
印
鑑
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の
が
必
要
で
す
。

●
更
新
手
続
き

　

現
在
黄
色
の
認
定
証
を
持
っ
て
い
る
人

で
、
８
月
１
日
以
降
も
対
象
に
な
る
人
に

は
、
オ
レ
ン
ジ
色
の
新
し
い
認
定
証
を
保

険
証
と
同
封
し
て
送
り
ま
す
。
更
新
手
続

き
は
不
要
で
す
。

75
歳
未
満
の
人
も
加
入
で
き
ま
す

　

65
歳
か
ら
74
歳
で
一
定
の
障
が
い
の
状
態

に
あ
る
人
は
、
任
意
の
申
請
に
よ
り
障
が
い

認
定
を
受
け
る
こ
と
で
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
お
訪
ね

く
だ
さ
い
。

平
成
28
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

７
月
中
旬
に
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。
保
険
料
の
増
減
な
ど
に
よ

り
、
納
め
方
が
変
更
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
納
め
方

●
特
別
徴
収　

年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ
る

納
付
（
年
６
回
の
年
金
支
給
月
）

※
事
前
の
申
し
出
に
よ
り
、
口
座
振
替
に
変
更

で
き
ま
す
。

●
普
通
徴
収　

納
付
書
払
い
や
口
座
振
替

に
よ
る
納
付
（
７
月
〜
翌
年
２
月
・
毎
月
）

※
口
座
振
替
に
す
る
に
は
事
前
の
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
の

認
定
条
件
が
変
わ
り
ま
す

　

要
介
護
認
定
を
受
け
て
施
設
サ
ー
ビ
ス
や

短
期
入
所
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
、
次
に

当
て
は
ま
る
人
は
、
食
費
・
居
住
費
（
滞
在

費
）
の
自
己
負
担
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
軽

減
を
受
け
る
た
め
に
は
事
前
の
申
請
が
必
要

で
す
。

　

な
お
、
本
年
８
月
か
ら
非
課
税
年
金
（
遺

族
年
金
や
障
害
年
金
な
ど
）
も
収
入
と
し
て

算
定
す
る
よ
う
変
更
に
な
り
ま
し
た
。

対
象
と
な
ら
な
い
人

　

右
の
要
件
に
当
て
は
ま
っ
て
も
、
次
の
い

ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人
は
、
介
護
保
険
負

担
限
度
額
認
定
証
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

◦
住
民
票
上
、
世
帯
が
異
な
る
配
偶
者
の
住

民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人

後
期
高
齢
者
歯
科
口
腔
健
診

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
を
対
象
に
、

本
年
度
か
ら
歯
科
口
腔
健
診
を
始
め
ま
す
。

　

体
の
健
康
と
あ
わ
せ
て
お
口
の
中
の
健
康

を
保
っ
て
お
か
な
い
と
、
口
腔
機
能
が
低
下

す
る
だ
け
で
な
く
、
歯
周
病
や
肺
炎
な
ど
に

か
か
り
や
す
く
な
り
、
要
介
護
状
態
ま
で
進

ん
で
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
虫
歯
や
歯
周
病
を
放
っ
て
お
く

と
、
糖
尿
病
や
腎
臓
病
、
脳
卒
中
、
心
臓
病

な
ど
全
身
の
病
気
に
影
響
す
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、
毎
年
１
度
は
歯
科

口
腔
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

●
実
施
期
限　

平
成
29
年
３
月
31
日
㈮

●
自
己
負
担
額　

４
０
０
円

●
検
査
項
目　

問
診
、
歯
・
入
れ
歯
の
状

況
、
か
み
合
わ
せ
、
口
腔
内
の
異
常
、
飲

み
こ
む
機
能
の
評
価
な
ど

●
受
診
方
法　

希
望
者
に
受
診
券
を
送
付

し
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

受
診
券
が
届
い
た
ら
、
記
載
さ
れ
た
歯
科

医
院
へ
電
話
な
ど
で
予
約
の
う
え
、
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
28
年
度
の

介
護
保
険
料
が
決
ま
り
ま
し
た

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
へ

新
し
い
保
険
証
な
ど
を
送
付
し
ま
す

▼
問
い
合
わ
せ
先	

高
齢
者
支
援
課　

高
齢
者
保
険
班（
西
合
志
庁
舎
）

	

☎（
２
４
２
）１
１
０
９

▼
問
い
合
わ
せ
先	

高
齢
者
支
援
課　

高
齢
者
保
険
班（
西
合
志
庁
舎
）

	

☎（
２
４
２
）１
１
０
９

●負担限度額認定の対象とその段階●保険料（年額）の算定方法

●保険料の均等割額の軽減割合

均等割額47,900円＋
所得割額（総所得金額等−33万円）×9.26%

軽減割合 世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等

9割軽減
【基礎控除額33万円】を超えない世帯で、年金収入の控
除額をそれぞれ80万円として計算したうえで、所得が
0円となる場合

8.5割軽減 【基礎控除額33万円】を超えない世帯

5割軽減 【基礎控除額33万円＋26万5千円×世帯の被保険者数】を
超えない世帯

2割軽減 【基礎控除額33万円＋48万円×世帯の被保険者数】を
超えない世帯

段階 対象

第１段階
生活保護の受給者や、世帯全員が住民税
非課税で老齢福祉年金を受けている人

第２段階
世帯全員が住民税非課税で、前年の ｢合
計所得金額＋課税年金収入＋非課税年金
収入額｣ が80万円以下の人

第３段階
世帯全員が住民税非課税で、上記に当て
はまらない人

※　　部分が新たに追加される条件です。

保険証見本

※本年度から保険料の均等割額の軽減基準が見直され、軽減対象者が
増えました。　　部分が変更箇所です。

◦
預
貯
金
や
有
価
証
券
な
ど
が
、
単
身
で
１

千
万
円
、
夫
婦
で
２
千
万
円
を
超
え
る
人

申
請
手
続

●
新
規
申
請

　

負
担
限
度
額
認
定
申
請
書
、
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
の
分
か
る
も
の
（
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）、

預
金
通
帳
の
写
し
、
印
鑑
を
窓
口
（
高
齢
者

支
援
課
、
合
志
庁
舎
市
民
課
、
各
支
所
）
に

お
持
ち
く
だ
さ
い
。
認
定
さ
れ
た
人
に
は
、

「
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
」
を
、
後

日
発
行
し
ま
す
。

※
平
成
28
年
１
月
１
日
時
点
で
住
民
票
上
の

世
帯
が
別
の
配
偶
者
の
住
民
票（
住
民
登
録
）

が
本
市
に
な
い
場
合
、
配
偶
者
の
平
成
28
年

度
の
住
民
税
課
税
証
明
書
が
必
要
で
す
。

●
更
新
申
請

　

有
効
期
限
が
７
月
31
日
ま
で
の
認
定
証
を

お
持
ち
の
人
に
は
更
新
の
お
知
ら
せ
を
送
付

し
て
い
ま
す
。
引
き
続
き
認
定
を
受
け
る
場

合
は
、
毎
年
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。
早

め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
前
年
の
所
得
な
ど
に
応
じ
て
判
定
し
ま
す
の

で
、
認
定
証
が
交
付
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
世
帯
員
に
未
申
告
の
人
が
い

る
場
合
も
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

お
詫
び
と
訂
正

　

５
月
に
後
期
高
齢
者
健
診
希
望
者
に
送
付

し
た
「
平
成
28
年
度	

後
期
高
齢
者
健
診
の
お

知
ら
せ
」
中
、
個
別
健
診
の
受
診
期
間
に
誤
り

が
あ
り
ま
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

　

正
し
く
は
、「
平
成
28
年
６
月
１
日
か
ら
平

成
29
年
３
月
31
日
ま
で
」
と
な
り
ま
す
。
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